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むつ市議会第２６６回定例会会議録 第５号

議事日程 第５号 令和７年１２月１２日（金曜日）午前１０時開議

◎諸般の報告

【議案質疑、委員会付託、一部採決】

第１ 議案第67号 むつ市監査委員条例の一部を改正する条例

第２ 議案第68号 むつ市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例

第３ 議案第69号 むつ市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例

第４ 議案第70号 むつ市子ども夢育成基金条例の一部を改正する条例

第５ 議案第71号 むつ市立学校設置条例の一部を改正する条例

第６ 議案第72号 むつ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例

第７ 議案第73号 むつ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例

第８ 議案第74号 むつ市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例

第９ 議案第75号 むつ市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例

第10 議案第76号 むつ市営住宅条例の一部を改正する条例

第11 議案第77号 むつ市交通安全条例の一部を改正する条例

第12 議案第78号 むつ市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

第13 議案第79号 むつ市税の徴収等の特例に関する条例を廃止する等の条例

第14 議案第80号 指定管理者の指定について

（下北文化会館の指定管理者を指定するためのもの）

第15 議案第81号 指定管理者の指定について

（大畑中央公園の指定管理者を指定するためのもの）

第16 議案第82号 指定管理者の指定について

（むつ市営宮後牧野外４施設の指定管理者を指定するためのもの）

第17 議案第83号 指定管理者の指定について

（脇野沢瀬野牧野外６施設の指定管理者を指定するためのもの）

第18 議案第84号 指定管理者の指定について

（むつ来さまい館外１施設の指定管理者を指定するためのもの）

第19 議案第85号 青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森県市町村

職員退職手当組合規約の変更について

第20 議案第86号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森県市町村総合
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事務組合規約の変更について

第21 議案第87号 むつ市固定資産評価審査委員会の委員に選任する者につき同意を求めることについて

第22 議案第88号 令和７年度むつ市一般会計補正予算

第23 議案第89号 令和７年度むつ市国民健康保険特別会計補正予算

第24 議案第90号 むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第25 議案第91号 むつ市特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第26 議案第92号 むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

第27 議案第93号 むつ市こども・子育て会議条例の一部を改正する条例

第28 議案第94号 令和７年度むつ市一般会計補正予算

第29 議案第95号 令和７年度むつ市一般会計補正予算

第30 報告第30号 専決処分した事項の報告について

（和解及び損害賠償の額を定めることについて）

第31 報告第31号 専決処分した事項の報告について

（和解及び損害賠償の額を定めることについて）

【議員派遣】

第32 議員派遣について

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（２１人）

１番 佐 藤 武 ２番 工 藤 祥 子

３番 高 橋 征 志 ４番 濵 田 栄 子

５番 杉 浦 弘 樹 ６番 櫻 田 秀 夫

８番 白 井 二 郎 ９番 富 岡 直 哉

１０番 村 中 浩 明 １１番 野 中 貴 健

１２番 佐 藤 広 政 １３番 東 健 而

１４番 中 村 正 志 １５番 井 田 茂 樹

１６番 浅 利 竹 二 郎 １７番 岡 崎 健 吾

１８番 佐 々 木 隆 徳 １９番 佐 賀 英 生

２０番 大 瀧 次 男 ２１番 佐 々 木 肇

２２番 冨 岡 幸 夫

欠席議員（１人）

７番 住 吉 年 広

説明のため出席した者

市 長 山 本 知 也 副 市 長 吉 田 真

公 営 企 業副 市 長 齋 藤 友 彦 吉 田 和 久管 理 者

代 表 氏 家 剛 総 務 部 長 松 谷 勇監 査 委 員

政 策 推 進 小 笠 原 洋 一 財 務 部 長 吉 田 由 佳 子部 長

市 民 生 活 健 康 福 祉石 橋 秀 治 斉 藤 洋 一部 長 部 長
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み ら い健 康 部 長づ く り ｓｍｉｌｅ推 進 監 髙 橋 嘉 美 ｋ ｉ ｄ ｓ 菅 原 典 子健 康 ｏｆｆｉｃｅ福 祉 部 に っ こ次 長 り っ こ
所 長

農 林 水 産 商 工 観 光一 戸 義 則 山 﨑 学部 長 部 長

まちづくり 会 計木 下 尚 一 郎 中 村 智 郎推 進 部 長 管 理 者

選 挙 管 理 監 査 委 員委 員 会 野 坂 武 史 澁 田 剛事 務 局 長事 務 局 長
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農 林 山 崎 拓 也 市 長 立 花 幸 一
水 産 部 公 室 長
副 理 事

総 務 部
総 務 課 長 総 務 部選 挙 管 理 鈴 木 明 人 総 務 課 佐 々 木 大委 員 会 主 任 主 査事 務 局
総 括 主 幹
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総 務 課 川 森 恒 太
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事務局職員出席者

事 務 局 長 上 林 妙 子 次 長 石 田 隆 司

総 括 主 幹 堂 崎 亜 希 子 主 幹 佐 藤 孝 悦

主 任 主 査 瀬 角 朋 也 主 任 浜 端 快
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（冨岡幸夫） ただいまから本日の会議を開

きます。

ただいまの出席議員は21人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（冨岡幸夫） 本日諸般の報告については、

申し上げる事項はありません。

〇議長（冨岡幸夫） 本日の会議は議事日程第５号

により議事を進めます。

◎日程第１～日程第31 議案質疑、委

員会付託、一部採決

◇議案第６７号

〇議長（冨岡幸夫） 日程第１ 議案第67号 むつ

市監査委員条例の一部を改正する条例を議題とい

たします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。

これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第67号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第67号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第６８号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第２ 議案第68号

むつ市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例等

の一部を改正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、９番富岡

直哉議員。

〇９番（富岡直哉） 議案第68号 むつ市職員等の

旅費及び費用弁償に関する条例等の一部を改正す

る条例について質疑いたします。

今回の改正では、実費支給を原則とする内容の

改正となっておりますが、そのように改正を行う

理由は何であるのか、また従来の方式では何か課

題が生じていたのか、まずはこの点についてお伺

いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（松谷 勇） お答えいたします。

国家公務員等の旅費に関する法律の改正及び県

職員の旅費条例の改正を踏まえまして、近年の物

価高騰や働き方の多様化といった社会経済情勢の

変化に柔軟に対応し、実費精算による公平で適正

な旅費支給を実現するため、改正をするものでご

ざいます。

従来の定額支給による方式では、近年の宿泊費

の実勢価格との乖離があり、特に都市部や繁忙期

におきましては、支給額内での宿泊場所の確保に

困難が生じておりました。今回の改正によりまし

て、実費支給を原則とすることで円滑に公務を遂

行できることができる環境が整うこととなりま

す。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） 今回の改正の大きな変更点と

して、職員等へ支払う場合と直接旅行業者へ支払

う場合を選択できるようになっておりますが、そ

の選択基準というのはどのような基準で運用され

ていくのか、この点についてお伺いいたします。
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〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（松谷 勇） お答えいたします。

職員等へ支払う場合と直接旅行業者へ支払う場

合の選択基準につきましては、国や県の取扱いを

踏まえまして、来年４月１日の施行日までに具体

的な運用マニュアルを定めてまいりたいと考えて

おります。

〇議長（冨岡幸夫） ９番。

〇９番（富岡直哉） ４月までに整えるということ

でありましたけれども、今回の改正では適用範囲

が非常に広範囲に及ぶものというふうに認識して

おりますが、最後にその影響額について、現時点

で把握している範囲でお答えいただければと思い

ます。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（松谷 勇） お答えいたします。

今回の改正に伴いまして、宿泊費を上限つきの

実費支給とすることや宿泊手当の新設等、旅費額

の増額が見込まれる種目のある一方で、日当の廃

止等、旅費額の減少が見込まれる種目もございま

す。

旅費総額に及ぼす影響額につきましては、現行

制度における宿泊料が定額支給ということもあ

り、現行制度との比較をすることは困難であると

考えております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） これで富岡直哉議員の質疑を

終わります。

次に、３番高橋征志議員。

〇３番（高橋征志） 私も旅費条例の一部改正につ

きまして、２点お尋ねいたします。

１点目ですけれども、国の法律ですとか県の条

例の改正に伴ってということでしたけれども、こ

の市の条例の改正の内容や基準というのは、国や

県に全て準じた形になるのでしょうか。市独自の

部分があるのかお答えいただきたいと思います。

２点目ですけれども、これまで旅費については、

具体的金額は条例に明記されていました。それは、

条例にすることで議会を通す仕組みになり、行政

が都合よくといいますか、そういうふうに見られ

ないように、金額を改正できないようになってい

たということだと理解しています。今回詳細を規

則に委任することになっておりますけれども、そ

ちらの妥当性について見解をお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（松谷 勇） お答えいたします。

最初に、国や県に準じた形になるのか、市独自

の部分はあるのかについてお答えいたします。旅

費支給に関しまして、社会経済情勢の変化への対

応の必要性を鑑み、国の旅費法や県の旅費条例の

改正内容に準じた改正となっており、市独自の規

定等はございません。

また、委任することの妥当性についてお答えい

たします。旅費の金額につきましては、県に準じ

て規則に委任することとしております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） ３番。

〇３番（高橋征志） 旅費条例の適用は、我々議員

もそうですけれども、市の職員も当然出張に行く

際適用になるわけですけれども、職員の出張のこ

とを想定して質疑いたしますけれども、万が一宿

泊費の上限を超えたときはどのような対応になる

のかということと、上限額なのですけれども、あ

くまで上限額だと思いますが、これは毎年見直し

というのは行うのでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（松谷 勇） 職員の旅費の上限額は定

めておりますけれども、その際の出張の状況を見

まして、どうしても上限を超える場合であれば、

その内容が本当の上限を超えた中での最低価格で

あるとかというのを調査しまして、適正であれば

支給をさせていただくということになろうかと思



- 141 -

います。

また、見直しにつきましては、こちらには国・

県に準じているということでこれまでも進めてま

いりましたので、今回県のほうで規則の改正等が

あれば、それに倣って市のほうも改正していくと

いうことになろうかと思います。

〇議長（冨岡幸夫） ３番。

〇３番（高橋征志） 上限を超えたときはケース・

バイ・ケースでということだと思いますけれど

も、仕事で出張に行くのに、上限額を超えて自己

負担が出るというのもまたおかしい話だと思いま

すけれども、片や毎回のように上限額を超えて追

加支給ということで、本来イレギュラーな取扱い

がずっと続くというところもおかしいと思います

ので、その辺はしっかり対応していただきたいと

思います。

最後なのですけれども、国家公務員等の旅費に

関する法律の改正に当たっては、衆議院の財政金

融委員会というところで、旅費の不正支給、不正

請求について議論がなされていました。旅費の不

正請求があった場合の当市の対応についてお伺い

いたします。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 今までであれば、市の旅費の

支給というのは基本的に概算払い、出張に行く前

に支給する形でありましたけれども、今後は金額

実費払いになり、基本的には精算払いということ

になりますので、不正請求ということは今まで以

上に起きない可能性がありますし、そのところは

基本的に公務員でありますし、特別職の非常勤職

員もありますけれども、そういったところも私の

中でしっかりと徹底するよう周知してまいりたい

と存じます。

〇議長（冨岡幸夫） これで高橋征志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第68号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第68号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第６９号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第３ 議案第69号

むつ市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条

例の一部を改正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第69号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第69号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第７０号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第４ 議案第70号

むつ市子ども夢育成基金条例の一部を改正する条

例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、11番野中

貴健議員。

〇11番（野中貴健） 議案第70号 むつ市子ども夢

育成基金条例の一部を改正する条例について質疑

いたします。

これは、当該基金を新たに不登校支援の財源と

して活用できるよう、その使途を追加するほか、

所要の条文整備をするためのものでありますけれ

ども、このことについて３点質疑いたします。
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１点目、この条例の第５条に使途目的として、

（１）、文化、芸術又はスポーツの競技会、大会

等に参加する小学生及び中学生を支援する事業、

（２）として、小学生及び中学生の研修派遣事業

がありますけれども、ここに不登校の小学生及び

中学生の社会的自立を支援する事業を目的として

追加する予定でありますけれども、その追加に至

った経緯をお聞きいたします。

２点目として、ちょっと質疑の趣旨があれです

けれども、私令和３年12月のむつ市議会第250回

定例会において一般質問でもお伝えしたのですけ

れども、小・中学生の任意大会等の支援が当時な

かったのですけれども、その辺は現状どのように

なっているのか、またその議論はなかったのかお

伺いいたします。

３点目として、さらに使途の拡大として、市内

に住所を置く高校生への競技会や大会等への支援

の考えはないか、この３点をお聞きいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） まず、社会的自立支援を

する事業を加えた経緯について答弁いたします。

学びの多様化学校の設置を表明して以降、市民

の皆様から不登校児童・生徒への支援や寄附の申

出の声が寄せられており、こどもたちへの支援の

機運が高まっていることを感じておりました。

また、教育委員会では、これまで学びの多様化

学校の先進地を視察し、基金を設立して地域と共

同しながら学校運営を行う事例を数多く拝見し、

当市に設置予定の学びの多様化学校等におきまし

ても、こうした先進事例を学びつつ、市の財政負

担を軽減し、持続可能な取組が必要と考えており

ました。以上のことから、本条例の改正について

ご提案させていただいたところでございます。

次に、小・中学生の任意大会の支援体制につい

てでありますが、本条例ではむつ市に住所があり、

市内に在住している小・中学生が県大会を勝ち上

がり、東北大会以上の大会へ出場する場合に、大

会にかかる経費の２分の１を支援しております。

なお、大会の主催者は、例えば中体連かどうか

などは問わないこととしております。

最後に、市内に住所を置く高校生への大会支援

の考えはということでございますが、教育委員会

では所管している小・中学生を対象に補助を行っ

てまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜

りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 11番。

〇11番（野中貴健） まず、１点目のほうですけれ

ども、今不登校児童に対しての支援の寄附といい

ますか、そちら募っているということでしたけれ

ども、ではそれを今後この条例が可決された場合、

その使途として、支援内容としてどういうことを

想定しているのかお聞きします。

２点目のほうは分かりました、今いろんな大会

にも使えるということで。

３点目なのですけれども、先ほど部長からもあ

りましたとおり、私からいえば、所管が違うとは

いえ大事なむつ市民です。例えばＪＯＣ、ジュニ

アオリンピックカップなどに出場できるのに、そ

の参加費や旅費の補助がないために自己負担でき

ず断念する生徒がいるとも伺っております。

この条例の第１条に、「子どもたちの夢をはぐ

くみ、未来の可能性を支援する」とありますので、

将来的にもぜひ前向きに検討していただきたいと

思いますけれども、いかがでしょうか。２点お伺

いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） まず、基金の使途の具体

的な内容についてでありますが、学びの多様化学

校はじめ教育支援センターや学校内にある校内支

援センターなどの備品購入に充てたいと考えてお

ります。

もう少し具体で申しますと、例えばクッション
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であったり、ソファーであったり、居心地のよい

空間づくりのために必要なものを購入できればと

考えております。

次に、高校生の支援についての改めてのお尋ね

ですが、「むつ☆かつ」が始まって以降、県大会

を勝ち上がる事例が、特に団体競技で多くありま

して、この補助額のほうも「むつ☆かつ」が始ま

る前と比較しますと、倍ぐらいの額まで補助金が

決算として出ております。

教育委員会といたしましては、まず現状の小・

中学生の支援をこれまでどおりできるような形を

第一に考えておりますので、ご理解賜りたいと存

じます。

〇議長（冨岡幸夫） これで野中貴健議員の質疑を

終わります。

次に、14番中村正志議員。

〇14番（中村正志） むつ市子ども夢育成基金条例

の一部を改正する条例につきまして、質疑をさせ

ていただきます。

一部野中議員と重複しておりますので、その辺

を気をつけながら、気にしながらお聞きしたいと

思いますけれども、まずこの条例が当初できたと

きの議論を思い出してみますと、たしか東北大会

なり全国大会に出場が決定してから、その都度予

算編成をしなくてはいけないということで、補助

金の過不足が生じるような場面があるので、当初

から補助するための安定的な財政基盤をつくるた

めということで始まったというふうに記憶してお

りますし、またその第１条のところを見ますと、

子どもたちの夢をはぐくみ、未来の可能性を支援

するためのものということで理解しているのです

が、今回やろうとしている部分についても、条例

の意味合いには合致しているような気もします

が、反面条例の趣旨に合致しているのだろうかと

いうふうな疑問も感じております。

今の野中議員の質疑の中でも、それであれば、

それこそ当初予算で十分見ればいいのではないか

なという気もしますし、この条例とは別なような

気もしますけれども、まずはその部分についてお

聞きしたいなというふうに思います。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） 本条例では、議員ご指摘

のとおり子どもたちの夢をはぐくみ、未来の可能

性を支援することを目的としております。今回の

条例改正では、不登校児童・生徒の社会的自立を

支援することを新たに加えており、こどもたちの

未来の夢への実現を後押しするものであり、基金

の目的と合致するものと考えております。

こどもたちの学び方は、一層多様化しており、

とりわけ不登校支援におきましては、社会的自立

を見据えた一人一人の状況に応じた支援が求めら

れております。教育委員会といたしましては、基

金を活用しつつ、全てのこどもに多様な学びの場

を保障し、夢を応援し、健全な育成を図ってまい

りたいと考えておりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 14番。

〇14番（中村正志） そうしますと、先ほどの説明

では備品の購入というようなお話をされていまし

たが、備品の購入であれば、ある程度購入してし

まえば、それほどその都度、その都度出てくるも

のはなかなかないのかなというふうな感じも受け

ています。

そうすると、こどもたちが遠征するときは２分

の１の補助ということですが、備品購入の場合は

100％ということになると思いますけれども、そ

うすると、どうなのでしょうか、その部分考えた

ら、予算編成はまだ後でしょうけれども、現状以

上にどれくらい基金として積み増ししなくてはい

けないというふうな部分、現時点では考えていま

すか。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。
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〇教育部長（福山洋司） お答えいたします。

まず、基本的な備品については、予算の中で要

求して、きちんと予算化して購入したいと考えて

おりますが、例えば学びの多様化学校などの先ほ

ど説明したクッションであったり、ソファーであ

ったり、そういったものは必ずしも必要かと言わ

れると、そうではないものももしかするとあるか

もしれませんが、こどもたちがそこで過ごすため

にはあったほうがいいというものになるかと思っ

ております。そういったものは予算の編成の中で

はなかなか難しい部分もありますが、こういった

基金を活用すれば、その寄附者の思いをかなえる

形で購入が実現できるものかなと考えております

し、また多様化学校以外で今各学校内にあります

校内支援センターなども順次環境整備を整えてい

きたいと思っておりますが、一気に全部の学校に

予算をつけて整えるということもなかなか難しい

状況にありますので、そういった意味でも財政負

担を抑えるという意味で基金を設立して、その思

いのある方の気持ちを受け止めながら整備に努め

てまいりたいと考えております。

〇議長（冨岡幸夫） 14番。

〇14番（中村正志） その使い方なのですけれども、

備品購入だけというのはちょっと残念な気持ちが

していて、私最初これ見たときには、例えば支援

をする事業、要は物ではない事業に対して使うの

かなというふうに考えていたのですけれども、現

時点では備品ということですが、私そちらより、

だったら今言ったようなそういうための事業に使

えるようにしたほうがいいと思いますが、そのよ

うな議論は現時点、あるいは将来的にはどんなも

のなのでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 使途については、教育委員会

の所感になりますので、教育部長から答弁をさせ

ていただきます。

このむつ市子ども夢育成基金に学びの多様化学

校の事業に対する使途をつけたというのは、背景

には全国の学びの多様化学校を設置した自治体の

事例を参考にすると、そういった先進的な事例に

寄附をしたいという思いを持っている方がたくさ

んいらっしゃって、そういった基金が欲しいとい

うことを山形県の上山市でもお聞きしましたし、

宮城県の白石市でもお伺いしてきました。

そういった際に、新たに皆さん基金を立ち上げ

ているのですけれども、夢基金とか、そういった

名称が複数ありまして、今当市でもう既に夢育成

基金ありますので、基金、同じような名前が２つ

あると混同するのではないかということもありま

して、まず市が財政的に、そこに備品買うために

基金に投入するということではなくて、ほかの皆

さんが支援したいという皆さんのための箱を用意

するための条例だというふうに認識していただい

たらいいと思います。

この後教育部長から答弁しますけれども、備品

買うためのということではなくて、今立ち上がり

なので、運営費というのがまず来年度は発生しま

せんので、来年度のところでは多分備品が想定さ

れる観点から、そういうご説明をさせていただい

ているということですので、まず市の一般財源を

そこの基金に入れて、学びの多様化学校に使うと

いうことではなく、ほかの民間の皆さんが支援を

したい、その箱をつくる、そのことがこの条例の

目的であるというふうにご理解いただければと存

じます。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） ただいま市長から答弁あ

りましたとおり、現状環境整備ということを念頭

に置いておりまして、備品購入ということでご説

明させていただいております。

なお、例えば何かしらの事業にというお話でし

たが、学びの多様化学校につきましてご説明いた
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しますと、今検討委員会のほうで学びの中身のほ

うを議論いただいておりますし、基本的には学校

が始まってから、そこに通うこどもたちが行事に

ついて考えて、やりたい事業を行っていくという

ような趣旨で学びの多様化学校の運営を考えてお

りますので、事業につきまして、そこに通うこど

もたちがやりたいことが出てきて、そのためにお

金が必要になった場合はこの基金の活用について

も検討していくことになるかと思っております。

〇議長（冨岡幸夫） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

次に、３番高橋征志議員。

〇３番（高橋征志） 改正の意図とか、あとは事業

の具体的な内容を通告していたのですけれども、

そちらに関しては既に分かりましたので、確認の

ために１点質疑させていただきます。

先ほど野中議員からもご質疑ありましたけれど

も、当初の基金の目的が大会への参加の補助だと

いうことでしたけれども、今回改めて不登校支援

ということが付け加わることによって、もともと

想定していたスポーツ大会とか、芸術の大会への

予算のほうが足りなくなってしまって、当初の事

業目的が達成できないということがあるのかなと

心配しているのですけれども、その辺のことにつ

いて見解をお聞かせください。

〇議長（冨岡幸夫） 教育部長。

〇教育部長（福山洋司） お答えいたします。

現状現金寄附の場合は、寄附申出書というもの

を頂いておりまして、夢基金の原資としてという

ような中身を記載いただいて、ご寄附いただいて

おります。

今後は、この改正が通りました暁には、目的を

例えば大会支援のための寄附なのか、不登校支援

の寄附なのかというのをきちんと確認させていた

だきながら、その寄附額についても別に整理しな

がら進めていきたいと考えておりますので、ご理

解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） これで高橋征志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第70号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第70号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第７１号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第５ 議案第71号

むつ市立学校設置条例の一部を改正する条例を議

題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第71号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第71号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第７２号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第６ 議案第72号

むつ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。
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以上で議案第72号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第72号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第７３号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第７ 議案第73号

むつ市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例を議題と

いたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、発言を許可します。１番佐藤武議員。

〇１番（佐藤 武） 議案第73号 むつ市家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について質疑いたしま

す。

この乳幼児の健康診断を乳幼児健診で代替でき

るようにすることによって、どのようなメリット

があるのかお伺いします。

〇議長（冨岡幸夫） こどもみらい部長。

〇こどもみらい部長（菅原典子） お答えいたしま

す。

これまで保育施設で必要な健康診断は、嘱託医

による健康診断、または保育施設が利用児童を医

療機関へ送迎し、行っておりますが、今回の改正

により、乳幼児健診の結果を代替できることで、

保育施設の負担軽減につながるものと考えており

ます。

〇議長（冨岡幸夫） １番。

〇１番（佐藤 武） 多分直近の健康診断でいいと

いうふうにしたのだと思いますけれども、家庭的

保育事業の事業者の数と利用人数をお伺いしま

す。

〇議長（冨岡幸夫） こどもみらい部長。

〇こどもみらい部長（菅原典子） お答えいたしま

す。

現在市におきまして、家庭的保育事業を行う事

業者はございません。

〇議長（冨岡幸夫） これで佐藤武議員の質疑を終

わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第73号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第73号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第７４号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第８ 議案第74号

むつ市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例を議題

といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第74号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第74号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第７５号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第９ 議案第75号

むつ市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例を

議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。
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（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第75号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第75号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第７６号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第10 議案第76号

むつ市営住宅条例の一部を改正する条例を議題と

いたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第76号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第76号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第７７号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第11 議案第77号

むつ市交通安全条例の一部を改正する条例を議題

といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第77号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第77号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第７８号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第12 議案第78号

むつ市水道事業及び下水道事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第78号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第78号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第７９号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第13 議案第79号

むつ市税の徴収等の特例に関する条例を廃止する

等の条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、14番中村

正志議員。

〇14番（中村正志） むつ市税の徴収等の特例に関

する条例を廃止する等の条例につきまして、質疑

をさせていただきます。

今までの特例の８回を４回にするということで

ありますが、これ具体的にはどんな感じになるの

か、まずはそれを教えていただきたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（吉田由佳子） お答えいたします。

主な変更点といたしましては、まず固定資産税、

市県民税の納付回数につきまして、８回から４回

に変更となります。

変更に伴い、例年６月中旬までに市民の皆様へ

新年度の課税情報をお知らせする納税通知書を送

付しておりますが、令和８年度からの納税通知書

は固定資産税が５月に、市県民税、国民健康保険

税及び介護保険料が６月に届くようになります。
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次に、納付時期につきまして、固定資産税が５

月、７月、９月、11月、市県民税が６月、８月、

10月、12月へ変更となり、支払い回数は減少いた

しますが、年税額に変動はございません。

なお、国民健康保険税、介護保険料は現行のと

おり８回のままとなっております。

〇議長（冨岡幸夫） 14番。

〇14番（中村正志） もちろん年額は変わらないと

いうことなのですが、例えば市民税20万円、年間

納めている人であると、今まで８回だから、１回

分が２万5,000円でよかった、それが今度からは

５万円ずつとなるということだと思うのですけれ

ども、あとそれとは別に固定資産税を持っている

人もいます。

これで何がちょっと気になるかといいますと、

市民の皆様の中には、市民税はたくさん納めてい

るけれども、固定資産税はそれほどでもないよと

いう人もいれば、収入はほとんどないから、市民

税は少ないけれども、固定資産は持っているので、

払わなくてはいけないというふうな方がやっぱり

いらっしゃるのです。そうすると、１回の支払い

が負担になるというふうな声がどうしても出てき

ているわけで、両方ある程度持っている人であれ

ば、１回ずつの支払いは今までと変わらないので

すけれども、そうではない人の場合は、その１回

の支払いがどうしても重くなってしまうという

か、そういうふうに感じてしまう方がいらっしゃ

るのです。そういう話を聞きます。

なので、一般の会社に勤めている人だと、これ、

それこそ毎月ということで平準化されているので

すけれども、それが大きくなる。これは、意外と

全体の納める額が一緒でも、１回の納める額が大

きくなることで精神的な負担もありますし、その

辺りについてのちょっと手当てが必要ではないか

なというふうに考えるのですけれども、その点に

ついては何か検討されていることはございますで

しょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（吉田由佳子） お答えいたします。

税目によりまして、年税額に差があるという方

もいらっしゃるかと思いますので、まずは今回の

変更につきまして、御議決賜りましたら、市民の

皆様に丁寧な周知を繰り返し行ってまいりたいと

考えております。

その上で、皆様に対しまして混乱を生じさせな

いように、計画的に納付のための備えをしていた

だくことをお願いしたいと考えております。

なお、どうしても納付のほうが難しいという事

情のある方につきましては、税務課の窓口等で納

税相談をしていただいて、現状を確認した上で状

況に応じた分割納付などの対応をしてまいりたい

と考えております。

〇議長（冨岡幸夫） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

次に、３番高橋征志議員。

〇３番（高橋征志） 市税条例、市税の納期の変更

ということで、２点質疑させていただきます。

単刀直入に、条例改正が遅過ぎると思います。

納税に関することですから、市民の生活にとって

すごく大事なことのはずなのです。それなのに、

条例の施行までたった４か月しかありません。総

額は変わらないとはいえ、先ほど中村議員おっし

ゃいましたけれども、例年と違うタイミングで納

付になります。納付書が届くタイミングも早くな

りますし、１回で納める金額も増えるということ

で、短い期間しかなければ市からの情報を、たっ

た４か月しかありませんので、見落とすこともあ

ると思います。なぜこんなに遅くなったのか、正

直言って疑問なのです。なぜもっと早く条例改正

に着手しなかったのでしょうか。

もう一点です。周知が不十分であれば、市民に

対して混乱を招くだけではなくて、やはり行政へ
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の不信というところにもつながりかねないと思い

ます。納税に関することなので、繰り返しますけ

れども、納める側の市民が知らなかったというこ

とがあってはならないはずだと思います。

僅か４か月しかない中で、先ほど丁寧なという

ことがありましたけれども、具体的にどのような

周知を図っていくおつもりでしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 総枠は、私から答弁させてい

ただいて、詳細は担当部長から答弁をさせていた

だきます。

なぜもっと早く条例改正に着手しなかったの

か、端的に答えますと、標準化システムによる、

これは国からのシステムのパッケージが来なけれ

ば対応できません。

また、県内で市税、固定資産税を８期割りして

いるのは、唯一むつ市だけです。ほかの自治体は

地方税法で決められている４期割り、これでやっ

ておりまして、ほかのところは改正しなくてもよ

くても、当市はそれをしなければいけなかったと

いう事情がありますので、当市は今まで優しかっ

た。ただ、この当市独自のシステムを改修するに

は、標準化ですので、全国の自治体が同じような

システムを使ってくださいという中で、カスタマ

イズすることによって市民の負担がまた増えま

す。

また、地方税法は毎年改正されますので、その

たびに改修費がかさんでいきますので、このこと

を考慮するためにこの時間がかかったことについ

ては、市が着手するのが遅れたということではな

くて、国の、今同じように制度が動いていますの

で、そのことはご理解いただければと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（吉田由佳子） まず、条例改正に着手

しなかったのが遅かったのではないかということ

でございますが、このたびの条例改正の背景とい

たしまして、国が進める自治体システムの標準化

がございます。市民の皆様への影響を考慮し、納

期を８期のまま継続することが可能かどうか、費

用の算出や各制度、所管省庁が定めております標

準仕様書への適合など検討してまいりました。

このうち、８期のまま継続するための費用の算

出には時間を要しました。その結果、導入時のシ

ステム改修費用といたしまして、約1,400万円か

かること、さらに令和８年度以降も税制改正等に

伴うシステム改修費用が発生する可能性が高いこ

とが判明いたしました。そのため、納期を変更す

ることによる市民の皆様への影響と、現状を維持

するためのコストの費用対効果について慎重に検

討を重ねたところでございます。

最終的には、個人住民税と固定資産税の納期の

重複を避けることで影響を抑えることは可能であ

りますが、現状を維持するためのコストを減らす

ことは難しい状況にございましたことから、納期

を変更するという結論に至ったものでございま

す。

当市といたしましても、市民の皆様への影響を

念頭に置き、慎重に調査、検討を重ね、条例改正

につきまして本定例会に上程させていただいたも

のでございますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。

次に、市民の皆様への周知の方法についてお答

えいたします。市民の皆様への周知が非常に重要

であることは認識しており、本定例会で御議決賜

りましたら、繰り返し丁寧な周知を行ってまいり

ます。

周知方法といたしましては、定例記者会見や広

報むつへの掲載、エフエムアジュールでのインフ

ォメーション放送、市のホームページへの掲載、

本庁舎、分庁舎及び市内各所へのチラシ、ポスタ

ーの設置のほか、むつ市公式ＬＩＮＥ等のＳＮＳ

での発信を検討しております。
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広報むつへの掲載に関しましては、４期への変

更のお知らせを令和８年１月26日発行予定の２月

号から、令和８年度納税通知書発送終了時期であ

る６月号まで継続して掲載いたしますほか、５月

号から翌年１月号までの毎号、納期限を迎える税

目についてお知らせすることとしております。

また、むつ市外にお住まいの方に向けては、納

付回数、納付月の変更について個別に文書で周知

することとしております。

なお、納期の変更に伴い、納期限内での納付が

難しい場合は、税務課窓口等で納税相談をしてい

ただき、現状を確認した上で、状況に応じた分割

納付などの対応をしてまいりたいと考えておりま

すので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ３番。

〇３番（高橋征志） ４期に変更になるというのは、

国の標準システムに合わせたもので、なので基本

的にシステムが新しくなることによって４期にな

ると。今までどおり８期にしようとすると、逆に

カスタマイズが必要になって、1,400万円程度の

コストがかかるのでということですよね。

それに関しては、合理的だと思いますので、い

いのですけれども、標準システムの移行期限が今

年度末、令和７年度末だということですが、法律

の改正は令和３年の９月ですよね。この間、４年

半期間があったわけですけれども、その上程の期

間が今ぎりぎり４か月前だというのは、やはりち

ょっと理解し難いと思っていまして、国のシステ

ムの標準化ですから、全国一律だと思うのです。

県内ではむつ市だけかもしれませんけれども、全

国の自治体では、もう既に１年前に条例改正をし

て動いている自治体もあります。

佐賀県の鹿島市という自治体では、議会の答弁

にも載っているのですけれども、納税義務者の方

に理解していただいて、納税していただくという

必要がございますので、これについては私たち１

年間を通じて努力していきたいというふうに考え

ておりますということで、市民生活への影響が大

きいからこそ、他の自治体では、県内ではないか

もしれませんけれども、全国の他の自治体では改

正から施行日まで１年以上の期間を設けて周知の

徹底を図っているということで、施行日４か月前

の改正というのが法的には問題ないとしても、や

っぱり道義的には大きな問題があるのではないか

と思っています。

問題があると思っているか、ないと考えるか、

それとこの原因です、どうしてこうなってしまっ

たのかということについて、ちょっと改めて見解

をお聞かせください。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 高橋議員よく勉強されている

と思いますので、他の自治体の事例を調べている

のだと思いますけれども。

まず、標準化システム、全国同じようにやられ

ていると思っているかもしれませんけれども、そ

れぞれの自治体で基幹システムのベンダー、いわ

ゆる会社が違います。例えば青森県内でも令和７

年３月から五所川原市がそのシステムに移行して

おります。Ａ社というベンダーは、事前に対応し

ているところもありますけれども、当市で使って

いるＢ社。Ｂ社のシステムの標準化は、そのＡ社

とは同じではございません。なので、ほかの自治

体ができていても、Ｂ社のところではまだ対応で

きていなくて、標準化システムの税部分、いつか

ら導入可能です、いつからシステムを稼働できま

すというのが、それぞれの自治体によって、ベン

ダーによって違いますので、標準化といえども会

社が違いますので、一緒に走ることはできません。

そういった観点から、早くできている自治体も

あれば、当市のように今、来年の３月に改正して

４月からというところもありますので、そのこと

はご理解いただきたいと思います。標準化だから、
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全国自治体が同じシステムを使って同じ会社でや

るということはございませんので、ご理解いただ

ければと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） ３番。

〇３番（高橋征志） そうはいっても、ベンダーの

あれがあったとはいえ、４年半前から変わるとい

うことが分かっていて、それがベンダーの都合で

ぎりぎり４か月前になったからといって、仕方な

いでは済まないと思うのです。

実際に納税する側の人は、その４か月の間に情

報に触れられればいいですけれども、そうではな

い可能性だってあると思うのです。そのときに初

めて知って、納付し忘れたとか、特徴であれば、

口座にお金がたまたま入っていないということ

も、今までと違うタイミングですから、違うタイ

ミングで違う金額が来るわけですから、ふだんの

生活とは違うサイクルになるのです。そこを他の

自治体は、そこまで含めて１年前に改正して、ち

ゃんと周知しているわけではないですか。

なので、今回はもう仕方ない、確かに仕方ない

のですけれども、やはり今後同じようなことを繰

り返されると困るので、この点についてはきちん

と次に向けて私としては検証していただきたいの

ですけれども。その原因を分析して、次はこうい

うことがないようにしていただきたいのですけれ

ども、その辺の検証とかそういったところについ

て、最後見解をお聞かせいただければと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 既に検証は終わっておりまし

て、８期のまま継続する、これをシステムのベン

ダーに幾らかかるのだというのを回答が来るまで

待たなければいけません。何とか市民への影響を

抑えるために８期でできないかというのを検討し

て、回答が来たのが今年度の途中でありましたの

で、そこまで条例改正して４期で市民の皆さんの

負担を増やす、この決断を早くできればできたか

もしれませんけれども、何とか市民への影響を抑

えるために、ベンダーの皆さんのシステム改修は、

今年度の中で、いつになったら、８期でやったと

きどのぐらいかかるのかというのは、私たちの中

では決められませんので、検証は既に終わってい

て、市民への影響を減らすために何とか８期でで

きないかというのをここまで継続してきた。そう

いった中でもベンダーさんから1,400万円の改修

費用、また今後の地方税法の改正によりまして、

毎年度改正されておりますけれども、システム改

修標準化にならなければ、もっと改修かかります

よという判断は１年前にもできません。

そういったことから、市民への影響を最大限何

とかしようという思いから、ここまでかかったと

いうふうにご理解いただいてほしいなと思います

し、そのことに時間を要したということでござい

ます。

初めから４期でいいです、全国の統一の４期で

いいですと決められれば、何ら通知はすぐできる

と思いますけれども、市民の皆さんへの影響をど

うするか、また先ほど来部長が答弁していますけ

れども、市民税と固定資産税をずらすとか、そう

いった手法がないかとかという検証をしっかりと

した上で、今回こういった提案をさせていただい

ていると。４か月という時期の、高橋議員の短い

というのはおっしゃるとおりでありますけれど

も、市としても市民の皆さんへの影響を抑えるた

めの努力の結果だというふうに捉えていただけれ

ばと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） これで高橋征志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第79号の質疑を終わります。
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ただいま議題となっております議案第79号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第８０号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第14 議案第80号

指定管理者の指定についてを議題といたします。

本案は、下北文化会館の指定管理者を指定する

ためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第80号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第80号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第８１号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第15 議案第81号

指定管理者の指定についてを議題といたします。

本案は、大畑中央公園の指定管理者を指定する

ためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第81号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第81号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第８２号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第16 議案第82号

指定管理者の指定についてを議題といたします。

本案は、むつ市営宮後牧野外４施設の指定管理

者を指定するためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第82号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第82号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第８３号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第17 議案第83号

指定管理者の指定についてを議題といたします。

本案は、脇野沢瀬野牧野外６施設の指定管理者

を指定するためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第83号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第83号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第８４号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第18 議案第84号

指定管理者の指定についてを議題といたします。

本案は、むつ来さまい館外１施設の指定管理者

を指定するためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。14番中村正志議員。

〇14番（中村正志） いつもであれば、これむつ下
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北観光物産館が入って３施設ということなのだろ

うと思いますが、今の状況も踏まえてだと思うの

ですが、それも踏まえての多分指定期間が１年だ

と思うのですが、その１年の理由をお聞きしたい

なと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 商工観光部長。

〇商工観光部長（山﨑 学） むつ来さまい館外１

施設の指定管理の指定期間１年間、こちらの指定

期間の理由につきましてお答えいたします。

市はむつ来さまい館、むつ下北観光物産館、む

つ市イベント広場の３施設につきまして、中心市

街地の活性化や観光物産の振興、さらには市民の

皆様の交流促進を図るため、令和３年度から令和

７年度までの５年間におきまして、指定管理者制

度を導入し、民間の活力を生かしながら管理及び

運営を実施してまいりました。

令和８年度以降の指定管理者制度の導入につき

ましては、むつ下北観光物産館からむつまちなか

オフィスへ用途を変更し、引き続き３施設一体で

の管理を検討しておりましたが、むつまちなかオ

フィスの運用につきましては、用途変更後に生じ

る課題の把握や運営費、こちらの推移を見極める

ために１年間市の直営管理で管理を行うことと

し、令和８年度はむつ来さまい館及びむつ市イベ

ント広場の２施設を１年間の指定期間といたしま

したので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第84号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第84号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇議案第８５号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第19 議案第85号

青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び青森県市町村職員退職手当

組合規約の変更についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第85号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第85号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第８６号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第20 議案第86号

青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約

の変更についてを議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第86号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第86号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第８７号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第21 議案第87号

むつ市固定資産評価審査委員会の委員に選任する

者につき同意を求めることについてを議題といた

します。
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本案は、本年12月18日をもって任期満了となる

むつ市固定資産評価審査委員会の委員に石川大輔

氏を選任することについて、議会の同意を求める

ためのものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第87号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第87号は、会議規則第38条第２項の規定

により、委員会への付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案はこれに同意することにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第87号は、これに同意することに決定い

たしました。

ここで、午前11時10分まで暫時休憩いたします。

午前１０時５９分 休憩

午前１１時１０分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◇議案第８８号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第22 議案第88号

令和７年度むつ市一般会計補正予算を議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、１番佐藤

武議員。

〇１番（佐藤 武） ２点お尋ねします。

１点目は、総務費の第１目のところですけれど

も、住民情報システム納税通知書印刷環境構築事

業費のところですが、これについて委託料の具体

的な内容と、増額補正が必要になった理由は何か

お伺いしたいということです。

２点目は、13ページ、農林水産業費の第３目で

す。むつ市野菜等産地力強化支援事業費補助金、

これについてですが、野菜等産地の所得控除及び

産地力強化支援事業費補助金の使途及び増額が必

要になった理由は何かお伺いします。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（吉田由佳子） お答えいたします。

住民情報システム納税通知書印刷環境構築業務

委託料の具体的内容についてお答えいたします。

国が定める標準仕様に基づく全国統一の情報シス

テムである標準準拠システムへ移行することが義

務化されたことにより、当市では令和８年度から

納税通知書及び納付書を標準準拠システムから出

力することとしております。

納税通知書と納付書については、それぞれサイ

ズなどが異なりますことから、別々に印刷するこ

ととなります。この別々に出力された帳票を納税

義務者ごとにひもづけて組み合わせ、封入、封緘

するためのソフトウエアを導入し、システム環境

を構築するための業務委託を行うものでございま

す。

次に、増額補正が必要になった理由についてお

答えいたします。当市の現行のシステムは、納税

通知書と納付書が納税義務者ごとの連票となって

おり、これまでは帳票を組み合わせる作業は必要

ないものでございましたが、標準準拠システムで

出力した納税通知書の発送に支障のないよう、ソ
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フトウエアの導入、印刷テスト、封入、封緘テス

トといった一連の準備を年度内に行い、業務効率

化を図るために必要な経費でございますので、ご

理解を賜りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） 農林水産部長。

〇農林水産部長（一戸義則） むつ市野菜等産地力

強化支援事業費補助金の使途及び増額補正が必要

となった理由についてお答えいたします。

当補助金は、野菜等産地の所得控除と産地力の

強化を図るため、農業者などが取り組む高性能機

械、高温対策資材などの導入に対し、必要な経費

の一部を補助することで農業者の支援を行うもの

で、本補正におきましては、イチゴ生産者２名に

対し、高設栽培資材などの省力化を伴う高性能機

械の導入に対し、青森県の補助金を活用し、補助

するものとなります。

増額補正が必要となった理由ですが、本年９月

に青森県において当事業の追加希望調査があり、

イチゴ生産者２名から活用の意向が示されたた

め、市から青森県に要望書を提出し、本年10月29日

に補助金の内示を受けましたことから、イチゴ生

産者２名に対し、むつ市野菜等産地力強化支援事

業費補助金を交付するため、本定例会での増額補

正となったものであります。

以上となります。

〇議長（冨岡幸夫） これで佐藤武議員の質疑を終

わります。

次に、５番杉浦弘樹議員。

〇５番（杉浦弘樹） 私も議案第88号 むつ市一般

会計補正予算について質疑いたします。

13ページの第６款農林水産業費、第６目鳥獣対

策費の２つの事業費についてお聞きしますが、ま

ずは事業概要のほう、こちら２つとも説明をお願

いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 農林水産部長。

〇農林水産部長（一戸義則） お答えいたします。

まず、天然記念物ニホンザル・カモシカ食害対

策事業費につきましては、こちらは電気柵を設置

することで、天然記念物ニホンザルによる食害を

防ぐことを目的としております。電気柵につきま

しては、560メートル分の原材料費を計上してお

ります。

次に、野生鳥獣生活環境被害対策事業費の概要

ですが、本事業につきましては、市街地など人の

生活圏に熊を近づけない環境整備を行うための放

任果樹等の伐採費用の一部への補助金となりま

す。放任果樹等の伐採費用への補助金につきまし

ては、現在申請を受付中ですが、当初予算を超え

る助成希望が寄せられておりますことから、人の

生活圏への出没防止のための短期的、さらには中

長期的な熊対策の取組として、今回増額補正をし

ております。

以上となります。

〇議長（冨岡幸夫） ５番。

〇５番（杉浦弘樹） まずは、ニホンザル・カモシ

カ食害対策事業費ですけれども、これ電気柵の原

材料費、設置に関して、要は国からの交付金があ

ったと思うのですけれども、これまで補正予算で

こういうふうな形で上がってきたことというのは

なかったと思うのです。要は国からの交付金が途

中であったというふうな事例というのは、私ちょ

っと記憶ないと思っておりました。なので、今回

なぜこういうふうな形になったのか、その理由を

ちょっとお聞きしたいなというふうなことと、あ

とは野生鳥獣の被害対策事業費の部分なのです

が、実際にこれ希望者が多いということで、事業

のほう、今回またやるというふうな形ですけれど

も、受入件数のほうの想定、どれほどを想定して

いるのか、あとは事業期間のほう、そちらのほう

を説明願いたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 農林水産部長。

〇農林水産部長（一戸義則） お答えいたします。
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まず、天然記念物ニホンザル・カモシカ食害対

策事業費の追加となった経緯ですが、９月末に青

森県から市に対しまして補助金の追加交付が可能

であるとの連絡を受けましたことから、以前から

設置の希望がありますニホンザル用電気柵の設置

について、申請の順番や被害状況などを総合的に

勘案しまして、今回302万4,000円の増額補正を行

ったところであります。

野生鳥獣生活環境被害対策事業の放任果樹につ

きましては、現在申請を受け付けしております件

数につきましては52件となっておりまして、許可

をしている件数につきましては22件、本数につき

ましては受け付けしているのが116本、既に許可

しているのが49本となっております。

事業規模の想定としましては、今回補正予算を

することによりまして、約110本程度の伐採費用

を想定しております。

そして、申請期間につきましては現在行ってい

る期間、令和８年２月28日までの申請期間につき

ましては変更する予定はございません。

以上となります。

〇議長（冨岡幸夫） ５番。

〇５番（杉浦弘樹） では最後に、ニホンザル・カ

モシカ食害対策事業について、電気柵の購入やこ

の設置時期のほうはいつなのか、また現在何件が

電気柵設置を希望していて、今回何件ほど設置す

るのか、そちらのほう、最後お聞きします。

〇議長（冨岡幸夫） 農林水産部長。

〇農林水産部長（一戸義則） 設置時期につきまし

ては、これから国に対しまして変更申請や交付決

定がありますので、今年度３月中に設置をする方

向で進めております。

今回の補正による設置戸数ですが、まずむつ地

区が２か所を予定しております、こちらは210メ

ートル、川内地区が１か所で200メートル、大畑

地区が２か所の150メートルの合計５か所、560メ

ートルを予定しております。

残る要望数としましては、11月30日時点となり

ますが、むつ地区では４か所、約300メートル、

川内地区が９か所の2,000メートル、大畑地区が

３か所の約200メートルの合計16か所の約2,500メ

ートルほど要望数として残ることとなります。

以上となります。

〇議長（冨岡幸夫） これで杉浦弘樹議員の質疑を

終わります。

次に、14番中村正志議員。

〇14番（中村正志） 補正予算につきまして、２点

お尋ねをいたします。

まず、１点目が衛生費の環境整備費の中の浄化

槽設置整備助成事業費808万8,000円、これは年度

途中での増額補正なのでありますが、当初は

1,691万円ほどということで、半分近く増額補正

ということになっていますが、その要因について、

まずはお聞きしたいと思います。

次に、公債費の長期利子2,871万1,000円につい

てでありますが、これ長期金利の上昇によりとい

うことなのですけれども、そうしますとこの長期

金利の上昇が影響を与えるむつ市の長期債という

のは、全体ではどれくらいあるのかということを

お教え願いたいと思います。

〇議長（冨岡幸夫） 上下水道局長。

〇上下水道局長市民生活部理事（小田晃廣） 浄化

増設置整備助成事業費についてお答えいたしま

す。

本事業は、生活排水による公共用水域の水質保

全を図るため、公共下水道や集落排水施設が整備

されていない区域において、単独処理浄化槽、ま

たはくみ取り式トイレから合併処理浄化槽に設置

替えする場合に要する費用の一部を補助するもの

であります。

当初予算では、５人槽12基、７人槽８基の合計

20基分の設置工事と、それに係る宅内配管工事、
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単独処理浄化槽等撤去及び事務費を含め1,691万

6,000円を計上しておりましたが、年度途中の申

請件数が当初見込みを上回ったことから、追加分

として５人槽３基、７人槽７基の計10基分の設置

工事と、それに付随する宅内配管工事等の事業費

として808万8,000円を増額補正するものでありま

す。

以上です。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（吉田由佳子） 歳出のうち、公債費、

利子、長期債利子2,871万1,000円の増額補正の詳

細についてお答えいたします。

長期債利子に係る増額補正につきましては、当

初予算の積算時点において、令和５年度までに借

入れを行った市債につきましては、利率を0.36％

で見込んでおりましたが、現時点では1.298％と

なり、0.938ポイントも利率が上昇いたしました。

また、比較的直近となる令和６年度に借入れし

た市債についても、0.9％で見込んでいた利率が、

現時点では1.2％と0.3ポイントも上昇するなど、

国におけるゼロ金利政策の終了により、想像以上

の金利の上昇となっております。これに伴い、年

度末に償還予定の市債の利子について予算の不足

が見込まれることから、このたびの増額補正とな

ったものでございます。

〇議長（冨岡幸夫） 14番。

〇14番（中村正志） 浄化槽のほうは、今年度不足

したということで理解をいたしました。

長期金利のほうなのですけれども、私の理解が

あれなのか、そうすると市で借入れする長期債、

これ結構変動金利のやつの割合もそれなりに大き

いということなのでしょうか。固定金利なのかな

というふうな部分も思っていたのですけれども、

そうすると長期債の例えば固定金利と変動金利と

かの割合というのは、今分かりますか。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（吉田由佳子） お答えいたします。

令和６年度末の元金の現在高が360億2,772万

3,000円となっておりますけれども、変動と固定

の金利の割合については、ちょっと詳細今お答え

することはできませんが、一部５年据置きのもの

で借入れしているものもございますが、大部分が

変動金利となっております。

〇議長（冨岡幸夫） 14番。

〇14番（中村正志） 大部分が変動というのは、ち

ょっと私も承知しておりませんでした。私たちが

よく見る資料だと、水道事業だと大体長期債のや

つは全部載っていて、ああ何％だというのをちょ

っと確認することできたのですが、そうなのです

ね、変動金利なのですね。

これやっぱり借り入れる場合は、変動金利のほ

うが有利なのでしょうね、多いということは。そ

の辺り借り入れる際に変動金利、あるいはその固

定金利選ぶのは有利か不利かということだと思う

のですが、その辺りの長期債の借入れの市の考え

方を教えていただけますか。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 借り入れる地方債によりまし

て、借入先が異なります。例えば財政投融資とい

う形で、財務省が特別会計で用意した借入れでき

る地方債もあれば、民間の金融機関から借り入れ

る地方債もありまして、それは借り入れる地方債

によって国で決められております。

市中銀行から借りるものにつきましては、10年

借換えの５年利率見直しで借りるものが大体ほと

んどなのかなというイメージを持っていまして、

住宅ローンを借りる際も、変動金利のほうが安い

のです。固定金利は、やはり長く利子を確定する

ものですから、利率的には上がっていると。これ

までこの10年間ゼロ金利が続いていましたので、

ずっと利率が上がってこなかったので、変動金利

でも大丈夫だと認識をしていながら安いところで
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借りていましたけれども、今後は長期利子が上が

っていますので、そういった意味では借入れの仕

方を検証していくことも必要になってくると認識

しております。

これまではゼロ金利でしたので、そういった意

味では変動金利で借りるのが一番安かった、利子

を払うのが少なかったというふうにご理解いただ

ければと思いますので、今後は利子の変動を見な

がら借入れの手法、方法についても検討してまい

りたいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第88号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第88号は、会議規則第38条第２項の規定

により、委員会への付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第88号は原案のとおり可決されました。

◇議案第８９号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第23 議案第89号

令和７年度むつ市国民健康保険特別会計補正予算

を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第89号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第89号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第９０号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第24 議案第90号

むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第90号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第90号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第９１号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第25 議案第91号

むつ市特別職職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第91号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第91号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、
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総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第９２号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第26 議案第92号

むつ市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。３番高橋征志議員。

〇３番（高橋征志） 議案第92号 むつ市議会議員

の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例について質疑いたします。

今回の条例改正ですけれども、市職員の期末勤

勉手当の支給割合の引上げに伴って、市議会議員

の期末手当を引き上げるということになっていま

すけれども、改めて確認ですが、市職員の支給割

合の引上げになぜ連動する形で市議会議員の期末

手当を上げるのか、その根拠をお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（松谷 勇） お答えいたします。

むつ市議会議員の期末手当の引上げにつきまし

ては、県において特別職並びに議員の期末手当の

率を引き上げることから、それに準ずるものでご

ざいます。

〇議長（冨岡幸夫） ３番。

〇３番（高橋征志） 県の条例と市の条例は別々な

ので、分かりましたけれども、職員の給与と議員

報酬というのは、もちろん全くの別物です。なの

で、職員の例に倣って連動する必要は必ずしもな

いと思います。議員報酬と職員の給与というのは

全くの別物ですので、手当を引き上げるのであれ

ば、報酬審議会などに諮って真っ正面から議論す

ればいいのではないかなというふうに思っており

ます。

次のお尋ねですけれども、市職員は期末勤勉手

当の引上げとともに、当然ですが、給与月額も引

上げになっています。議員の期末手当を引き上げ

る理由が、職員の例に倣うとこれまでやってきま

したけれども、そういうことであれば期末手当だ

けでなくて、議員報酬本体も引き上げないと論理

的に整合性がないのではないかなと思いますけれ

ども、議員報酬を上げずに期末手当だけ引き上げ

る根拠は何でしょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（松谷 勇） 先ほどもお答えいたしま

したけれども、議員の今回の引上げにつきまして

は、青森県議会議員の期末手当支給条例という条

例がございまして、そちらのほうで支給率の改正

を行ったということに基づいて、当市も議員の期

末の手当を上げるということでして、報酬等につ

いては別の案件と捉えていただきたいと思いま

す。

〇議長（冨岡幸夫） ３番。

〇３番（高橋征志） 県議会議員のということです

けれども、それもあくまで本来は別物ですよね。

むつ市議会はむつ市議会、県議会は県議会ですの

で、必ずしも県議会に倣う必要も当然ないと思い

ます。

結局は、これまでそうやってきたからという慣

例でしかないかなというふうに思うのですけれど

も、説明責任を市民の方に果たせれば、誰もが納

得できる明確な説明ができれば、慣例でもいいと

は思うのですけれども、これまでそうやってきた

からというだけでは多分説明責任は果たせないと

思いますし、これまで惰性でやってきたものを改

めるのも議会の仕事だと思っていまして、特に今

政治家のお金の問題に関しては市民の目が厳しい

ですので、明確な根拠がない状態で自分たちのボ

ーナスを引き上げるようなことがあれば、議会の

信頼を損ないかねないかなというふうに感じてい

ます。

最後のお尋ねです。今回期末手当の支給割合が

100分の10になっています。この100分の10の根拠
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なのですけれども、恐らく市職員の引上げ幅が期

末手当100分の2.5、勤勉手当が100分の7.5で100分

の10だと思うのです。繰り返しますけれども、議

員の手当というのは勤勉手当がないので、期末手

当だけです。職員の例に倣う必要がないので、必

ずしも勤勉手当分を加味する必要もないと思うの

です。もし例に倣うのであれば、期末手当の分だ

け、100分の2.5だけ上げればいいと思うのですけ

れども、勤勉手当の分も含めて引き上げる根拠を

お知らせください。

〇議長（冨岡幸夫） 総務部長。

〇総務部長（松谷 勇） お答えいたします。

先ほどもご説明申し上げておりますけれども、

県の条例が0.1か月分引き上げたということに伴

いまして、むつ市議会議員の手当につきましても

0.1か月分上げるということになっております。

これによりまして、やはり近隣の自治体との公平

性を保ち、逆に住民の方からの理解を得られやす

いものと考えております。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） これで高橋征志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第92号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第92号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第９３号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第27 議案第93号

むつ市こども・子育て会議条例の一部を改正する

条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第93号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第93号は、

お手元に配信しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇議案第９４号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第28 議案第94号

令和７年度むつ市一般会計補正予算を議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。14番中村正志議員。

〇14番（中村正志） 給与費の５億7,855万円ほど

を捻出しなければいけないということで、この財

源を捻出するのは本当に大変だったろうなという

ふうに感じています。

そこで、ちょっと歳入の部分で２点ほどお聞き

したいと思うのですが、法人市民税、固定資産税

が1,160万円ということで、この決算見込みのま

ずは根拠をお聞きしたいなと思います。

そして、もう一つ、地域振興基金繰入金、これ

の設置目的とか基金の処分を見ると、今回の財源

として充てるのが、処分するのが妥当なのかどう

かというのに関して一部ちょっと疑問があります

ので、その辺のところをお知らせ願いたいと思い

ます。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（吉田由佳子） まず、法人市民税、固

定資産税の増額の見込みとなった理由についてお

答えいたします。

法人市民税が増額の見込みとなった理由といた

しましては、主に市内事業者の増収により、法人

税割分が増加となったものでございます。
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また、固定資産税が増額の見込みとなった理由

といたしましては、主に償却資産分の増加でござ

いまして、市内事業者の設備投資の増加によるも

のでございます。

法人市民税及び償却資産につきましては、納税

義務者からの申告を基に課税するものでございま

して、その申告を基に今年度の見込みを積算した

ところ、増額の見込みとなりましたことから補正

するものでございます。

次に、地域振興基金繰入金処分の妥当性につい

てお答えいたします。このたびの補正予算におき

ましては、人事院勧告等により消防費の常備消防

費負担金における消防職員の人件費も増額してお

ります。

電源立地地域対策交付金を原資とする地域振興

基金繰入金につきましては、基金の使用目的とし

て消防職員の人件費に充当することとしておりま

すことから、このたびの歳出の増に併せ基金の取

崩しを行うものでございます。

〇議長（冨岡幸夫） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第94号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第94号は、会議規則第38条第２項の規定

により、委員会への付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第94号は原案のとおり可決されました。

ここで、暫時休憩いたします。

午前１１時４２分 休憩

午前１１時４３分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

◇議案第９５号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第29 議案第95号

令和７年度むつ市一般会計補正予算を議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので、順次発言を許可します。まず、19番佐賀

英生議員。

〇19番（佐賀英生） 議案第95号について質疑いた

します。

いろいろ福祉灯油とか全部、全体を通しての質

疑になりますが、まずは配布物、何を配布するの

か、チケットだと思うのですけれども、いつ配布

するのか、その配布方法、それに関わる事務経費

がどれくらいか、その全体に対して、パーセンテ

ージでもいいですし、割合でもいいですし、まず

この４点をお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（吉田由佳子） このたびの補正予算と

して計上させていただいた３つの事業のうち、ま

ず非課税世帯に１世帯当たり5,000円の灯油購入

費用を助成する……

〇議長（冨岡幸夫） 暫時休憩いたします。

午前１１時４５分 休憩

午前１１時５２分 再開



- 162 -

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

ただいまは、緊急地震速報のため暫時休憩いた

しましたが、続行いたします。

それでは、財務部長答弁を……津波注意報が発

令されました。

改めて暫時休憩いたします。

午前１１時５３分 休憩

午後 ３時００分 再開

〇議長（冨岡幸夫） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

これより日程第29 議案第95号 令和７年度む

つ市一般会計補正予算、佐賀英生議員の質疑から

再開をいたします。それでは、19番佐賀英生議員。

〇19番（佐賀英生） 議案第95号について、全体的

に質疑させていただきます。

まず、大体これは券だとか、灯油とか、そうい

う感じかと思うのですけれども、この配布物、配

布物といいますか、配るやつです、チケットか何

か分かりませんけれども、それのまず１つ配布時

期、配布方法、これが何なのかと、そして全体的

にこの配布物に係る経費、印刷するのか封筒なの

か、もろもろのものがあろうかと思いますが、そ

の４点についてをお伺いいたします。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（吉田由佳子） このたび補正予算とし

て計上させていただいた３つの事業の内容と配布

方法についてお答えいたします。

まず、非課税世帯に１世帯当たり5,000円の灯

油購入費用を助成する福祉灯油購入費助成事業に

ついてでありますが、令和６年度に実施いたしま

した低所得者世帯向け給付金を支給する際にご登

録いただいている口座がある場合には、その口座

にプッシュ式での支給を予定しており、それ以外

の世帯には申請書類を提出いただいての振込を予

定しております。

次に、子育て世帯に対し、こども１人当たり一

律２万円を支給する物価高対応子育て応援手当支

給事業についてでありますが、市から児童手当を

受給している方々については、その口座にプッシ

ュ式での支給を予定しており、そのほか公務員な

どの方々については申請が必要となりますので、

申請口座への振込を予定しております。

次に、市民１人につき5,000円の商品券を発行

する物価高騰重点支援事業については、郵送によ

る配布をすることとしております。

配布の時期と事業費につきましては、担当部長

からの答弁とさせていただきます。

〇議長（冨岡幸夫） 健康福祉部長。

〇健康福祉部長（斉藤洋一） 私からは、福祉灯油

の事業についてお答えいたします。

まず、開始時期でありますけれども、私どもは

現金の振込になっておりまして、先ほど財務部長

答弁ありましたとおり、プッシュ式、把握してい

る口座があればプッシュ式、それ以外の方に関し

ては申請書類を提出していただきますが、プッシ

ュ式のほうですけれども、およそ全体9,000世帯

のうち8,000世帯程度はプッシュ式でできると思

いますので、その世帯の方々には２月中には振込

を終えたいと考えております。

なお、申請のほうにつきましては、順次取り急

ぎ事務を進めますが、３月中には全て振込を終え

る予定と考えております。

それから、事業費のうちの経費ということでし

たけれども、福祉灯油の助成事業ですが、全体経

費は5,252万9,000円ですけれども、例えばコール

センターの委託料ですとか郵便料を含めまして、

諸経費については752万9,000円となりますので、

およそ14％が諸経費の率となってございます。

以上でございます。

〇議長（冨岡幸夫） 19番。
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〇19番（佐賀英生） 迅速にプッシュ式というのが

大変便利みたいですね。

最後１つとして、さっき答弁の中でプッシュ式

が9,000世帯のうち8,000世帯、7,000世帯でした

か。登録しないという方は、あえて登録していな

いのかということをまず１点と、経費の部分なの

ですけれども、やはりプッシュ式にしたことによ

ってかなり軽減されていると思うのですけれど

も、送付となりますと、やっぱりどうしても少し

送料とかいろいろかかると。何かもう少しいいア

イデアといいますか、町内会で協力してもらうと

か、もろもろあろうと思うのですが、それに創意

工夫をして経費を安くしようと知恵を使っていく

のもいいかと思うのですが、何がいいかというの

は別として、その知恵も使っていったほうがいい

のではないかという２点について、再度お尋ねい

たします。

〇議長（冨岡幸夫） 財務部長。

〇財務部長（吉田由佳子） お答えいたします。

町内会などを活用した配布方法ということでご

ざいますけれども、町内会などを通じて配布する

場合ですと、町内会長や町内会の方々に商品券の

配布ですとか、どなたに渡したかという確認など、

多大な負担が発生するものと考えております。

また、町内会などを通じた配布の際に、配布漏

れ、誤配布などのトラブルが発生するというリス

クも考えられますことから、これらの点を考慮い

たしますと、町内会を通じての配布というよりも、

郵便局などを通じて配送するほうが、市民の皆様

にとっても公平かつ安心な方法であるというふう

に認識しております。

〇議長（冨岡幸夫） 健康福祉部長。

〇健康福祉部長（斉藤洋一） 私からは、冒頭のお

尋ねの9,000世帯のうちの1,000世帯の件について

お答えいたします。

これまでも毎年のように、このような経済対策

の給付金というのは行われておりまして、既に私

どもとしては公金の振込口座等の一定の口座情報

というのは把握しております。そして、9,000世

帯のうち8,000世帯については、その情報は現状

使えるものというふうな見込みとなっております

が、残りの1,000世帯については、例えば令和７

年１月１日時点のものなので、その後転入した方

ですとか、あるいは新たに非課税となった方とい

うことについて、令和７年の申告後の情報をこれ

から把握しなければいけないということになりま

すので、その分で確認作業が必要になる世帯がお

よそ1,000世帯であろうというような形で見込ん

でおります。

〇議長（冨岡幸夫） これで佐賀英生議員の質疑を

終わります。

次に、14番中村正志議員。

〇14番（中村正志） 補正予算につきましては、質

疑をさせていただきます。

今年７月の参議院選挙での最大のテーマがこの

物価高騰対策ということだったと思います。それ

から５か月弱ということで、ちょっとスピード感

には不満があるものの、一般会計の歳出でいくと、

18兆3,000億円の補正予算が11月末に閣議決定さ

れて、今週の月曜日から国会で審議入りして、昨

日衆議院のほう通過したのでしょうか。

中身を見てみますと、一部には個人的には不要

不急なものがあるというふうに感じております

が、この重点支援地方交付金２兆円には大きな期

待を寄せているところであります。

それで、現在聞こえているところによりますと、

国において電気、ガス料金の支援として１月から

３月、標準世帯で7,000円程度の負担軽減、あと

先ほどもありましたけれども、子育て応援手当と

して児童手当に１人当たり２万円の上乗せ、青森

県においては９月補正予算で既に子育て世帯へ配

布を決めている県産米購入券の金額を２倍に増額
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し、こども１人当たり電子クーポンだと１万円、

お米券だと8,800円を提供するということが決ま

っているようです。

また、生活困窮世帯、住民税非課税世帯の経済

的負担を軽減するため市町村が実施する先ほど来

ありました灯油購入助成事業への支援として、１

世帯当たり最大7,000円のうち、県が半額支援す

るというふうなことが決まっているようでありま

す。

そこで、今回のむつ市としての取組なのですが、

その事業の詳細につきましては、今佐賀議員がお

聞きしましたので、理解をいたしました。そこで、

今回の事業規模でいくと、恐らくこれで終わりで

はなくて、この後も多分準備ができ次第いろいろ

な形で出てくると思われるのですが、そこでこの

重点支援地方交付金、これ令和５年からの交付金

だと思いますけれども、これまで例えばむつ市が

行った事業、また今回も含めまして、どういうふ

うな事業に使えるのかのあたりをお聞きしたいと

思います。

◎会議録署名議員の追加指名

〇議長（冨岡幸夫） 質疑の途中ですが、大変失礼

しました。

この際、会議録署名議員が不在となりましたの

で、会議録署名議員を追加指名いたします。

18番佐々木隆徳議員を指名いたします。

〇議長（冨岡幸夫） それでは、答弁願います。財

務部長。

〇財務部長（吉田由佳子） お答えいたします。

まず、これまでむつ市で行った事業についてで

ございますが、令和６年度においては燃料費支援

事業、高等学校通学費補助事業、ごみ袋配布事業

等を実施しております。令和７年度においては、

キャッシュレス決済、ポイント還元事業、水道料

金の減免、物価高騰対策、むつ市雇用確保事業等

に充当しております。

次に、活用できるメニュー、項目についてでご

ざいますが、国の補正予算で予定されております

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金におけ

る推奨事業といたしましては、生活者支援として

食料品の物価高騰に対する特別加算となる施策の

ほか、物価高騰に伴う低所得者、高齢者、子育て

世帯への支援、消費下支え等を通じた生活者支援

などが挙げられるほか、事業者支援として中小企

業、小規模事業者の賃上げ環境整備や農林水産業

における物価高騰対策などが示されており、それ

らの目的に合った施策について、各自治体で検討

することとなっております。

〇議長（冨岡幸夫） 14番。

〇14番（中村正志） 今もご説明の中にありました

けれども、食料品の価格高騰対策ということで、

たしか特別枠で4,000億円ほど今回の補正では入

っているかと思うのですが、そうしますと恐らく

今後まだまだ幾らかのメニューが準備でき次第出

てくると思うのです。多分検討中だとは思います

が、特にこの食料品の価格高騰対策について、も

し現在検討している施策について、こんなの検討

していますなどというものを、もしお話しできる

のであればお聞かせください。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 今回提案させていただいてお

ります商品券、国からの物価高騰対応重点支援地

方創生臨時交付金の推奨メニューの中の一番上に

生活者支援、食料品の物価高騰に対する特別加算

の例の一番最初に商品券ということでありますの

で、いわゆる食料品の物価高騰対策として今回商

品券を出させていただいているということでござ

います。

全国的には国会でかなりお米券が議題に上がっ
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ておりまして、当市でもお米券も検討させていた

だきましたけれども、中村議員からご紹介いただ

きました青森県で既に子育て世帯にお米券の配布

事業もありますことから、今回物価高騰対応重点

支援地方創生臨時交付金の生活者支援、事業者支

援、それぞれ事例がありますけれども、この商品

券は商工会議所で発行する商品券になりますの

で、地元の企業の皆さんに必ず落ちていく事業に

なりますので、市民の皆さんには食料品をはじめ

とする物価高騰の支援、また中小企業の事業者支

援にもつながりますので、そういったことで今回

提案をさせていただいております。

〇議長（冨岡幸夫） 14番。

〇14番（中村正志） そうしますと、１つだけ確認

させていただきたいのですけれども、まだまだメ

ニューありますよということで、でき次第、年明

けになろうかと思うのですが、私たちのほうに示

していただけるというふうなことでよろしいので

しょうか。

〇議長（冨岡幸夫） 市長。

〇市長（山本知也） 先ほど財務部長から令和６年

度、令和７年度の事業をご紹介させていただきま

したけれども、例えば今年度、令和７年度に実施

いたしましたキャッシュレス決済ポイント還元事

業も、令和６年度の地方創生の交付金を当初予算

で計上して、令和７年度で実施している例もござ

いますので、当初予算も含めて継続的に、今商品

券やらせていただいて、前年度もごみ袋の配布事

業等も時期をずらして市民の皆さんに恩恵を感じ

ていただけるようにはしていただいていますの

で、時期につきましては今後検討してまいりたい

と思います。

交付金の額も国会の中で審議している途中であ

りまして、通達がない状況でありますので、金額

を聞き次第、改めて議会の皆さんに補正予算とい

う形で、計上の時期は、上程する時期は今後検討

してまいりたいと思いますけれども、示していき

たいと存じます。

〇議長（冨岡幸夫） これで中村正志議員の質疑を

終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で議案第95号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第95号は、会議規則第38条第２項の規定

により、委員会への付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、直ちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、議案第95号は原案のとおり可決されました。

◇報告第３０号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第30 報告第30号

専決処分した事項の報告についてを議題といたし

ます。

本案は、和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて報告するものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で報告第30号の質疑を終わります。
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報告第30号については文書のとおりであります

ので、ご了承願います。

◇報告第３１号

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第31 報告第31号

専決処分した事項の報告についてを議題といたし

ます。

本案は、和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて報告するものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） 質疑なしと認めます。

以上で報告第31号の質疑を終わります。

報告第31号については文書のとおりであります

ので、ご了承願います。

◎日程第32 議員派遣について

〇議長（冨岡幸夫） 次は、日程第32 議員派遣に

ついてを議題といたします。

本件は、地方自治法第100条第13項及び会議規

則第167条の規定により、下北管内原子力施設視

察及び広報広聴委員会視察研修に出席させるため

議員を派遣するものであります。

お諮りいたします。お手元に配信しております

資料のとおり議員を派遣することにご異議ありま

せんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

この際、お諮りいたします。ただいま決定され

ました議員派遣の記載事項に変更等が生じた場合

は、議長に一任願いたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

◎散会の宣告

〇議長（冨岡幸夫） 以上で、本日の日程は全部終

わりました。

お諮りいたします。12月15日は常任委員会のた

め、12月16日から18日は議事整理のため休会した

いと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（冨岡幸夫） ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。

なお、明12月13日及び14日までは休日のため休

会とし、12月19日は付託議案審議を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ３時１９分 散会
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